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この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
 ファンドの目的

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

上図はファンドの償還についてのイメージ図であり、実際のファンドの値動きとは異なります。
ファンドの将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

【イメージ図】

設定日
平成25年8月20日

繰上償還日

分配金込み基準価額

12,000円

10,000円

償還ルール

満期償還日
平成30年7月25日（信託期間約5年）

分配金込み基準価額が12,000円以上となった場合
速やかに安定運用に移行した後、繰上償還します。
売却コストおよび市場動向等によっては、分配金込み
の償還価額が12,000円を割込むことがあります。

満期償還日の基準価額で償還します。

分配金込み基準価額が
12,000円以上とならなかった場合

ファンドの特徴

 ファンドの特色

1 主としてわが国の上場株式の中から、個別企業のイノベーションや
成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資し、
投資信託財産の成長をめざします。
●	銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリストによるボトムアップ
調査等に基づくアクティブ運用を行います。

2 分配金込み基準価額※（基準価額（1万口当たり）に、設定来の分配金
（1万口当たり／税引前）の累計額を加算した額をいいます）が、
12,000円以上となった場合は、速やかに安定運用に移行した後、
繰上償還します。
●	繰上償還することで、株式市場上昇時には一定の値上り益の確保をめざします。
●繰上償還の場合は、値上り益は限定的となります。
●	上記12,000円は安定運用に切り替えるための価額水準です。基準価額および償還価額が
12,000円以上となることを示唆または保証するものではありません。
●	流動性等により、保有銘柄の売却が速やかに行えない場合等があるため、分配金込み基準価
額が12,000円以上となってから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。
●	分配金込み基準価額が12,000円以上となってから満期償還日までの期間が短い場合には
繰上償還を行いません。
●	信託期間中に分配金込み基準価額が12,000円以上とならず繰上償還しない場合は、満期
償還日の基準価額で償還となります。その場合、ファンドの基準価額の下落により、損失を被り
投資元本を割込むことがあります。

※	1万口当たり。以下同じ。
＊	原則として年1回の決算日（毎年7月25日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配方針に基づいて分配を行い
ます。詳細は、3ページ「分配方針」をご確認ください。
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◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

株式会社りそな銀行は、銀行法、金融商品取引法、その他の関連する法令等を遵守して、ファンドの日本株の運用を行います。
なお、運用にあたっては、融資業務などの銀行業務で得た情報を利用しません。

3 日本株の運用にあたっては、株式会社りそな銀行に運用の指図に関する
権限を委託します。

 ファンドのしくみ

申込金 投　資

損　益収益分配金・
償還金等

投資者
（受益者） わが国の上場株式　等

りそな日本株リサーチ
戦略ファンド

（限定追加型／繰上償還条項付）

【イメージ図】

 ファンドの運用プロセス

企業アナリスト

企業訪問を中心とした調査・分析

継続調査銘柄（300～400銘柄）

投資候補銘柄（100～150銘柄）

株式ストラテジスト

マクロ経済・株式市場の分析

ストラテジー・ミーティング
業種魅力度の確認

ファンドマネジャー

ファンドマネジャーチーム ミーティング
ポートフォリオ構築 （業種構成比、銘柄保有比率の決定）

ファンドマネジャー・
アナリスト ミーティング
投資銘柄の選定

＊運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 主な投資制限
●株式の投資割合には制限を設けません。
●外貨建資産への投資は行いません。
●同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
●同一銘柄の転換社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
●	投資信託証券（上場投資信託証券を除く）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。

 分配方針
毎決算時（原則として毎年7月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします）に、原則として、以下の方針
に基づき収益分配を行います。第1期決算日は平成26年７月25日とします。
●	分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額と
します。
●	分配金額は､委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、繰上償還が決定し
た場合は分配を行いません。また、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがっ
て、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
●	収益の分配に充てず投資信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基
づき、元本部分と同一の運用を行います。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
の金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益お
よび評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期
決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実
質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。



4

 基準価額の変動要因
ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本が保証されているものではありません。
ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

① 価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢・市況等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般
に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがっ
て、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。

② 信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等によ
り社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場
合には、株価が大幅に下落することがあります。ファンドの資金を、コール・ローン、譲渡性預金証書等の短
期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。

③ 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために株式を
市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっ
ては、基準価額が下落することがあります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。

 その他の留意点
ファンドの繰上償還
分配金込み基準価額※（1万口当たり）が一定水準（12,000円）以上となった日の翌営業日から組入株式を売
却し、わが国の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替え、ファンド全体が安定運用に
入った後、繰上償還します。一定水準（12,000円）とは、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であ
り、基準価額および償還価額が12,000円以上となることを示唆または保証するものではありません。株式売
却の際に発生する売買委託手数料等や市況動向等により、基準価額もしくは償還価額が12,000円未満とな
ることがあります。流動性等により、保有銘柄の売却が速やかに行えない場合等があるため、分配金込み基準
価額が12,000円以上となってから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。また、分配金込
み基準価額が12,000円以上となってから満期償還日までの期間が短い場合には、繰上償還を行いません。

※	分配金込み基準価額とは基準価額（1万口当たり）に、設定来の分配金（1万口当たり／税引前）の累計額を加算した額をいいます。

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

 リスクの管理体制
ファンドのリスク管理として、運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析お
よび評価を行い、リスク委員会に報告します。このほか、委託会社は関連法規、諸規則および運用ガイドライン
等の遵守状況をモニターしリスク委員会に報告するほか、重大なコンプライアンス事案については、コンプライ
アンス委員会で審議を行い、必要な方策を講じており、グループの独立した監査部門が随時監査を行います。

◆上記は本書作成日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。

運用実績
ファンドは平成25年8月20日より運用を開始する予定であり、同日まで運用実績はありません。

 基準価額の推移・純資産の推移
	該当事項はありません。　

 主要な資産の状況
	該当事項はありません

 分配の推移
	該当事項はありません。

 年間収益率の推移
	該当事項はありません。
	なお、ファンドにはベンチマークはありません。

投資リスク

※運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。
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株式会社りそな銀行の資産運用部門について

日本株の運用会社のご紹介
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アセットマネジメント部 信託財産運用部

りそな銀行の資産運用部門

■ りそな銀行の受託資産運用
りそな銀行の運用部門は、1962年の設立以来約50年の歴史を持ち、その運用資産残高は
17兆963億円にものぼります。りそな銀行運用部門の中核的な存在である国内株式運用
は、3兆6,826億円の受託資産を運用しています。

国内株式
3兆6,826億円

外国債券
1兆1,857億円

外国株式
3兆5,671億円

企業年金
4兆5,658億円

公的年金

資産受託先別割合 運用資産別割合

12兆1,032億円

国内債券
7兆6,874億円

その他
9,735億円

その他
4,273億円

■りそな銀行の運用体制
りそな銀行では約190名が運用部門に携わっています。

■りそな銀行の運用組織

＊上記は、2013年3月末現在の情報に基づきます。今後予告無く変更されることがあります。

追加的記載事項
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 お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問合せください。

購 入 価 額 当初申込期間 ： １口当たり１円とします。
継続申込期間 ： 購入申込受付日の基準価額とします。

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

換 金 代 金 換金申込受付日より起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申 込 締 切 時 間 原則として毎営業日の午後3時※までに購入・換金のお申込みができます。
販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

購 入 の 申 込 期 間

当初申込期間 ： 平成25年7月16日から平成25年8月19日までとします。
継続申込期間 ： 平成25年8月20日から平成25年12月27日までとします。
• 平成25年12月28日以降のお申込みは受付けません。
•  継続申込期間において、基準価額が12,000円以上となった日の翌営業日以降は、購入のお申

込みはできません。

換 金 制 限 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消す
ことができます。

信 託 期 間 平成30年7月25日までとします。（設定日 ： 平成25年8月20日）

繰 上 償 還

•  委託会社は、分配金込み基準価額＊（1万口当たり）が12,000円以上となった場合には、わが国
の短期有価証券ならびに短期金融商品等による安定運用に切り替えを行い、受託会社と合意の
うえ、信託期間を繰上げて信託を終了させます。

•  委託会社は、投資信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合または信託を終了
させることが受益者のために有利であると認めたとき、もしくはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、信託期間を繰上げて信託を終了させることができます。

＊ 分配金込み基準価額とは基準価額（1万口当たり）に、設定来の分配金（1万口当たり/税引前）の
累計額を加算した額をいいます。

決 算 日 年1回決算、原則7月25日です。休業日の場合は翌営業日とします。
第1期決算日は平成26年7月25日です。

収 益 分 配 年1回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
収益分配金の「再投資」を選択した場合、税引後無手数料で再投資されます。

信 託 金 の 限 度 額 500億円です。

公 告 日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 毎年7月25日の決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より
お届けいたします。

課 税 関 係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
配当控除および益金不算入制度が適用される場合があります。

※ 上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の手続きが完了したものを当日の受付分
とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

手続・手数料等
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＜投資者が直接的に負担する費用＞

購 入 時 手 数 料
購入申込受付日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり1円）に、販売会社が独自に定める
料率を乗じて得た金額とします。本書作成日現在の料率上限は3.15％（税抜3.0％）です。詳しく
は販売会社にお問合せください。

信 託 財 産 留 保 額 換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た金額とします。

ファンドの費用

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税および地方税
配当所得として課税
普通分配金に対して10.147％

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税
譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して10.147％

◆	上記は、平成25年3月末現在のものです。平成26年1月1日以降は20.315％となる予定です。
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
◆法人の場合は上記とは異なります。
◆税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

税　金

 ファンドの費用・税金

＜投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用＞

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.7325％（税抜1.65％）を乗じて
得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて、毎日、費用計上されます。

〔信託報酬の配分〕 （年率）

委託会社 販売会社 受託会社

0.84％
（税抜0.80％）

0.84％
（税抜0.80％）

0.0525％
（税抜0.05％）

＊ 委託会社の信託報酬から、再委託報酬として、年率0.42％（税抜0.40％）が株式会社りそな銀
行に支払われます。

〔支払方法〕
毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託
財産中から支弁するものとします。

◆ 上記の運用管理費用（信託報酬）は、本書作成日現在のものです。

そ の 他 の 費 用・
手 数 料

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（特定資産の価格等の調査に
要する諸費用、監査費用（年率0.01％（税込）、上限500万円／回（税込）（本書作成日現在））、法律・
税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、
公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等、および当該費用にかかる消費税等に
相当する金額を含みます）、受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産
中から支弁することができます。本書作成日現在、当該諸費用の金額の上限は、固定率にて年0.1％

（税込）を投資信託財産の純資産総額に乗じて得た額です。
また、有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。

※ その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を表示することはできません。

◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。


